
様式第２号（第５条関係）

　本業務は、全区役所で定例的に実施する法律相談に法律相談員を派
遣する業務であり、法律相談という業務の専門性や特殊性により、遂行で
きる団体が特定される業務である。
　そのため、受託業者を選定するにあたっては、その性質又は目的が競
争入札に適しないものに該当することから、随意契約の方法によることとし
た。
　契約の相手方である埼玉辯護士会は、確実に履行可能な能力を有し、
埼玉県をはじめ他の自治体においても実績があり、業務の専門性や特殊
性により他に遂行できる団体がないため、当該団体と随意契約により契約
を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額
１８,２１６,０００円

さいたま市西区西大宮３－４－２　外履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

埼玉辯護士会契 約 の 相 手 方 名

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容

市民局市民生活部市民生活安全課業 務 主 管 課 所 名

法律相談業務件 名



様式第２号（第５条関係）

　当該相手方は本市、埼玉県、日本生命の三者が共有するソニックシティ
ビルの管理を目的として設立された法人であり、当ビル共用部及び敷地の
維持管理者として管理規約に定められているため、随意契約を締結した。随意契約によること

とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

大宮ソニックシティ株式会社契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
７,３３５,０６１円

市民局市民生活部市民生活安全課業 務 主 管 課 所 名

ソニックシティビル共用部分及び敷地の維持管理業務件 名

さいたま市大宮区桜木町１－７－５履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　本業務は既存の電算システムと密接不可分の関係にあり、同システム開
発者以外の者が、プログラムの追加等を行った場合、システムの運用に著
しい支障が生じる恐れがあることから、交通安全施設管理システムの開
発・運用を行っている株式会社パスコとの特命随意契約を締結した。随意契約によること

とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額
１,３２０,０００円

さいたま市浦和区常盤６－４－４外履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 1 月 9 日

株式会社パスコ
さいたま支店

契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

市民局市民生活部市民生活安全課業 務 主 管 課 所 名

交通安全施設管理ＥＳＣＯ事業データ更新業務件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　令和４年度に実施している「さいたま市自治会電子回覧板モデル事業支
援業務」を令和５年度も拡大して実施し、効果や課題を検証する必要があ
り、現在モデル自治会の２自治会で運用しているアプリケーションを継続し
て使用することから、令和４年度の契約相手方である株式会社シーピー
ユーに委託するもの。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 27 日

株式会社シーピーユー契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
２,３１４,４００円

市民局市民生活部コミュニティ推進課業 務 主 管 課 所 名

さいたま市自治会電子回覧板モデル事業支援業務件 名

さいたま市浦和区常盤６－４－４　外履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、コムナーレ内に設置する空調設備及び衛生設備の定期点検
及びメンテナンスを行う保守業務である。
　上記業者は、コムナーレが入居するビル共有部の空調設備及び衛生設
備の保守点検業者であり、ビル内の空調設備等に精通し、また、ビル内に
事業所を有し、職員が常駐しており、随時の保守点検にも迅速かつ適切
な対応が可能であることから、当該業者と随意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号

契 約 金 額
４,２３５,０００円

さいたま市浦和区東高砂町１１－１履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 15 日

株式会社パルコスペースシステムズ契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

市民局市民生活部市民協働推進課業 務 主 管 課 所 名

さいたま市コムナーレ空調設備及び衛生設備保守点検業務件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、さいたま市内の各支所・市民の窓口において収納された現
金や小切手等の収納金及びその収納金に係る関係書類を、輸送・保管
し、さいたま市指定金融機関に収納する業務である。
　本業務について、一般競争入札を２回行ったが２回ともに落札者がな
かった。これは、予定価格を直近３年間の契約額をもとに算出しており、そ
の契約先が競争入札参加資格者名簿に登録されていなかったため、入
札に参加できなかったことによるもの。このことから、当該事業者以外の者
から役務の提供を受ける場合、著しく不利な価格をもって契約を行うことと
なるため、随意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 31 日

ＮＸキャッシュ・ロジスティクス株式会社契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
１４,０７１,２００円

市民局区政推進部業 務 主 管 課 所 名

さいたま市支所・市民の窓口公金警備輸送等業務件 名

さいたま市西区西遊馬２３６番地２　外履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容



様式第２号（第５条関係）

　本業務は、各区役所区民課及びマイナンバーカード特設交付センター
に統合端末を増設したことに伴う、システムに係る保守を行うものである。
　本業務の対象となる住民基本台帳ネットワークシステムは、開発メーカー
が著作権を保有しており、当該業者以外では改修することができないた
め、随意契約により契約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 金 額
２,４３１,０００円

さいたま市内　さいたま市データセンター　外履 行 場 所

契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 23 日

富士通Ｊａｐａｎ株式会社
埼玉支社

契 約 の 相 手 方 名

公 表 事 項 内 容

市民局区政推進部業 務 主 管 課 所 名

さいたま市住民基本台帳ネットワークシステム保守業務（令和４年度端末
増設分）

件 名

業務委託随意契約結果表



様式第２号（第５条関係）

　本業務は戸籍法改正に伴う戸籍システムの改修等を実施するものであ
る。 
　本業務の対象となる戸籍システムは、開発メーカーが著作権を保有して
おり、当該業者以外では改修することができないため、随意契約により契
約を締結した。

随意契約によること
とした理由

【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

契 約 締 結 日 令 和 5 年 1 月 31 日

富士通Ｊａｐａｎ株式会社
埼玉支社

契 約 の 相 手 方 名

契 約 金 額
２３,０４７,２００円

市民局区政推進部業 務 主 管 課 所 名

戸籍システム改修業務（戸籍事務内連携作業対応改修）件 名

さいたま市浦和区常盤6-4-4 外履 行 場 所

業務委託随意契約結果表

公 表 事 項 内 容


